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横  横浜市 資源集団回収通信  
日頃よりごみの減量・リサイクルの推進にご協力いただきましてありがとうございます。 

今年は寒暖差が激しい冬となりましたが、少しずつおだやかな日が続くようになりました。 

今号では、新年度に向けた本市からのお願いを掲載いたします。 

 

☆新年度に向けて 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

☆新市庁舎への移転について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度を迎えるにあたり、団体代表者や担当者の方の変更はありますか？ 

代表者・担当者や銀行口座等、登録内容に変更がある場合には、同封の変更届（第３号様式）

のご提出をお願いいたします。変更について届出がされていない場合、支払通知書の送付や振

込みの遅れの原因となってしまいますので、ご提出の確認をお願いいたします。 

また、変更後の代表者・担当者の方への資源集団回収に関する事務手続きの引継ぎは、確実

に行ってください。 

奨励金申請手続きの引継ぎがされていなかったため、数か月間申請を行えなかったとのご連

絡をいただくことがありますが、期限が過ぎてからの申請は受け付けることができません。 

申請がない場合には、その分について業者さんにも奨励金が発生しませんので、ご注意くだ

さい。 
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へら星人ミーオ 

新市庁舎移転に伴い、資源集団回収奨励金申請書の提出先が６月から変更になります。新し

い資源集団回収ポスト宛の送付先ラベルは５月末の支払通知書に同封いたします。 

・新市庁舎での業務開始日 令和２年６月８日（月） 

・新市庁舎住所      〒231-0005  横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

・お問い合わせ先     045-671-3819（現在もお使いいただけます） 

 

「ヨコハマ３Ｒ夢！」 

マスコット イーオ 

他の所管課の移転日程や 

建設情報等については、 

こちらの QR コードから 

ご覧ください。 

【最寄駅からの所要時間】 

・みなとみらい線 馬車道駅 直結 

・JR 桜木町駅 徒歩３分 

・横浜市営地下鉄 桜木町駅 徒歩３分 

・新市庁舎での業務開始日 令和２年６月８日（月）※ 移転日は部署によって異なります 

・新市庁舎住所      〒231-0005  横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

・お問い合わせ先     045-671-3819（現在もお使いいただけます） 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆資源集団回収通信について 
 

配布、回覧板用に複数枚必要な場合は、お手数ですが本通信をコピーしてご利用ください。 

資源循環局ホームページではフルカラー版を掲載していますので、パソコンからダウンロードしていた

だくことも可能です。 

 

登録業者さんから実際回収をしている中で困っていることを教えてもらったよ。 

回収の中で困っていること 理由 正しい出し方 

段ボールの中に段ボールが 

詰められている 

車にうまく積むことができず、 

落下の原因等になります 

段ボールは折りたたんで 

ひもで縛って出しましょう 

ピザの箱などの汚れた紙 

（燃やすごみ）が入っている 

リサイクルに支障が生じてしまい

ます 

リサイクルができない紙は 

燃やすごみに出しましょう 

（通信第 21 号もご覧ください） 

布類が雨の日に出されてし

まう 

濡れるとカビの発生の原因となり

リサイクルできなくなります 

雨の日には出さないようにしま

しょう 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。 

今後とも、資源集団回収へのご協力をお願いいたします。 

Ｖｏｌ．１５ 

（ＵＲＬ http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/syudan/registration/download.html） 

皆さんこんにちは。ミーオです。 

今回は古紙・古布を回収している登録業者さんからいただいた声から、 

みなさんにお願いしたいことをまとめてみたよ。 

こんにちは、イーオです。いつも古紙・古布を回収してもらっているけど、お話す

る機会が無いからぜひ聞いてみたいな！ 

そうだね。ごみの減量とリサイクルはみんなで協力して取り組むことが必要なんだ。 

今回は掲示用のチラシも作って掲示板や回覧板に活用できるようにしたよ！ 

パソコンやスマートフォンから分別がすぐにわかる検索ツール「MIctionary（ミクシ

ョナリー）」もあるからぜひ使ってほしいね。 

ひとりでも多く横浜の分別を知ってもらえるといいな♪ 

さらに分別ができていないことで登録業者さんも回収ができないこともあるから、

その分の奨励金も支払われなくなっちゃう可能性もあるよね。 

新年度に向けて横浜に引っ越してくる人も多くなるから教えてあげないとね！ 

普段から分別ルールを守ってくれている人もたくさんいるん

だけど、分別のことを知らずに出してしまっていることもある

みたい。 



 

 

 

「ヨコハマ３Ｒ夢！」 

マスコット イーオ へら星人ミーオ 

 

※このほかにも感熱発泡紙（点字の紙など）、捺染紙（アイロンプリント紙）、裏カーボン紙など、 

汚れた紙、においのついた紙、リサイクルに向かない紙は出せません。 

① 段ボールは必ず折りたたんで、しばってお出しください 

② 次のものは「燃やすごみ」に出しましょう 

③ 「古布」は雨の日には出せません 

濡れるとカビの原因になります！ 

ごみの減量とリサイクルにご協力をお願いいたします。 

古布は洗濯して乾

かしてから、透明また

は半透明の袋にいれ

てください。 

横浜市資源循環局業務課 
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